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「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」 

      の一部改正について 

 

 

 

 標記の国庫負担金の交付については、平成１１年４月３０日厚生省発児第８６号厚

生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」によ

り行われているところであるが、今般、その一部が別紙新旧対照表のとおり改正され、

令和３年４月１日から適用することとされたので通知する。 

 ただし、交付要綱表１及び表２備考の未婚のひとり親に対する寡婦（夫）控除の

みなし適用に関する改正については令和３年７月１日から、費目の種類（５）各月

支弁額の算式第４欄及び表２備考８のイに関する改正については令和４年１月１日

から適用され、同日前の取扱いについては、なお従前の例によることとされた。 
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